
１ 地域生活支援拠点等の整備目的

①緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

→地域における生活の安心感を担保する機能を備える。
②体験の機会の提供を通じて、施設や親元からGH、一人暮らし等への生活
の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

→障がい者等の地域での生活を支援する。
（平成29（2017）年７月厚生労働省通知）

障害者・障害児（以下「障害者等」という。）の重度化・高齢化や「親亡き後」に
備えるとともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、
重度障害に対応することができる専門性を有し、地域の生活で生じる障害者
等やその家族の緊急事態に対応を図るもの

「甲賀地域ならでは」の地域生活支援拠点等の整備の推進について
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２ 地域生活支援拠点等に求められる機能
機 能 内 容

①相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用し
てコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常
時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコー
ディネートや相談その他必要な支援を行う機能

②緊急時の受
け入れ・対応

短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変
化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

③体験の機
会・場

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

④専門的人材
の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門
的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

⑤地域の体制
づくり

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディ
ネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会
資源の連携体制の構築等を行う



３ 「甲賀ならでは」の地域生活支援拠点等の整備イメージ
（甲賀地域障害児・者サービス調整会議プロジェクトチームからの提案）

国が示す地域生活支援拠点等の整備
イメージ例
①多機能拠点整備型（居住支援のた

めの機能を一つの拠点に集約し、地
域の障害者を支援）

②面的整備型（地域において、居住支
援のための機能を持つ事業者が連携
し、地域の障害者を支援）

甲賀圏域では、全国に先駆けて、地
域で暮らす障がいのある人を支援す
る取り組みを実践（面的整備イメージ）

↓
地域の事業者が機能を分担して、
様々な支援を切れ目なく提供できる仕
組みを４つの委託相談支援センター
（相談支援機能の強化）を軸に推進す
る中で、地域の実情も踏まえ、更に検
討をすすめていく。



４ （甲賀地域障害児・者サービス調整会議プロジェクトチームからの提案）

地域生活支援拠点等での緊急相談
体制の構築にあたって

①緊急時の定義づけ
（「緊急時」は人により捉え方が違う。）
②登録制の導入（必須ではない）

緊急時の支援を適切かつスムーズ
に行うために、事前に障がい特性や
障がい福祉サービスの利用状況を把
握。

③緊急時の体制確保に向けたネット
ワークの構築
・相談受付体制の明確化

・地域の社会資源（居宅介護・一時預
かり・短期入所等）の活用

・エリア全体で支える合意形成（日中
活動系サービス事業所等の連携協
力）



５（甲賀地域障害児・サービス調整会議プロジェクトチームからの提案）

※詳細については、今後、拠点事業

運営委員会（基幹相談支援センター、
拠点相談支援センター、行政を中心に
構成）にて、「緊急時ガイドライン」を作
成予定。

①緊急対応事案の発生・通報
↓

②緊急相談
↓

③緊急派遣
↓

④（必要時）緊急宿泊

緊急の判断等については拠点等事
業運営会議にて協議継続。



６ （甲賀地域障害児・者サービス調整会議プロジェクトチームからの提案）

※今後の課題等

１）緊急時の受入れ先の確保

２）多様な体験の機会・場の確保

３）障がい者の地域での生活を支える
ために必要な人材の確保

４）地域社会における障がい者への
理解促進



７ 地域生活支援拠点等の今後のあり方について

地域生活で生じる障がい者等やその家族の緊急事態に対応できる
「地域生活拠点等」があることで、安心して地域での生活が継続でき、
強いては「誰一人取り残さない」社会の実現につながります。そのた
めにはサポートの場は、より身近な地域にあることが望まれます。

今回、４つの相談支援センターを軸として、地域の関係機関等が連
携して、地域生活支援拠点等事業をスタートさせることで、今まで以
上に地域の各法人や支援機関等との連携を深めていきたいと考えま
す。

さらに、障がいのある方やそのご家族がより安心して地域で暮らし
続けることができるよう、既存の枠組みにとらわれることなく、それぞ
れの法人や支援機関等の強みを生かした体制へ発展させることがで
きるよう地域の関係機関等の協力をお願いします。


